
      Ⅴ 岡山大学大学院教育学研究科における修士課程の研究指導 
        及び学位審査に関する要項 
 
（趣旨） 
第１条 この要項は，岡山大学大学院教育学研究科（以下「研究科」という。）の修士課程の

学位の授与に関し，岡山大学学位規則（平成１６年岡大規程第１号）及び岡山大学大学院教

育学研究科規程（平成１６年岡大院教規程第１号）に定めのあるもののほか，必要な事項を

定めるものである。 
（指導教員） 
第２条 指導教員は，研究科教育科学専攻の専任教員のうち，教授又は研究科教授会において

研究指導担当者として認められた准教授（以下「研究指導担当准教授」という。）とする。 
（副指導教員） 
第３条 指導教員に協力して指導をするため，学生ごとに指導教員と異なる講座の教員を含む

２名以上の副指導教員を定める。なお，研究科教員が専任となる専攻及び所属する講座につ

いては，研究科学生便覧の教員名簿に示す。 
２ 副指導教員は，研究科教育科学専攻の専任教員のうち，教授，准教授，講師又は助教とす

る。ただし，指導教員が必要があると認める場合は，研究科教職実践専攻の教授，准教授，

講師又は助教を副指導教員とすることができる。 
（指導の方法） 
第４条 研究指導を充実させるために，学位論文の研究内容に関する中間発表会を原則として

行うものとする。 
（学位論文の提出） 
第５条 学位論文の審査を受けようとする者は，学位申請書に学位論文を添え，指導教員を経

て，研究科長に提出するものとする。 
（審査委員会） 
第６条 学位論文の審査及び最終試験を行うため，学生ごとに審査委員会を置く。 
２ 審査委員会は，主査及び２名以上の副査の審査委員をもって組織する。 
３ 主査は，原則として，指導教員をもって充てるものとする。 
４ 主査が研究指導担当准教授の場合にあっては，副査に１名以上の教授を含めるものとする。 
５ 副査のうち，少なくとも１名が研究科の専任教員である場合には，本学の他研究科等の教 

員を副査として加えることができる。 
（審査基準） 
第７条 審査委員会は，別に定める学位論文の審査基準に基づき，総合的に学位論文を評価す

るものとする。 
２ 審査委員会は，評価の客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらか

じめ明示する。 
（最終試験） 
第８条 学位論文の発表会（口頭発表）等による最終試験の実施細目は，研究科教育科学専攻

において定めるものとする。 
２ 発表会等は，原則として公開するものとし，日時，場所は，審査委員会ごとに公表する。 
（審査結果及び最終試験の報告） 
第９条 審査委員会は，学位論文の審査及び最終試験の結果に基づいて，学位論文審査・最終

試験報告書を作成し，研究科長に報告するものとする。 
２ 最終試験の成績の評価は，合否をもって示す。 
（雑則） 
第１０条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は，研究科教授会の議を経て研究科長が

別に定める。 
      附 則 

この要項は，平成１６年４月１日から施行する。  
      附 則 

この要項は，平成１９年４月１日から施行する。 
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      附 則 
この要項は，平成２０年４月１日から施行する。  

      附 則 
 この要項は，平成２１年６月１８日から施行し，平成２１年４月１日から適用する。  

附 則 
１ この要項は，平成２３年４月１日から施行する。 
２ 平成２２年度以前の入学者については，改正後の岡山大学大学院教育学研究科における

修士の研究指導及び学位審査に関する要項の規定にかかわらず，なお，従前の例による。 
      附 則 
 この要項は，平成２６年７月２４日から施行し，平成２６年４月１日から適用する。  
   附 則 

１ この要項は，平成３０年４月１日から施行する。 
２ 平成２９年度以前の入学者については，改正後の岡山大学大学院教育学研究科における

修士の研究指導及び学位審査に関する要項の規定にかかわらず，なお，従前の例による。 
 
 

岡山大学大学院教育学研究科（修士課程）学位論文の審査基準 

 

平成２６年７月２３日 研究科教授会承認   

平成３０年１月１７日 研究科運営委員会改正 

 

岡山大学大学院教育学研究科修士課程における学位論文の審査は，以下の審査基準に基づき

厳正に実施する。 

なお，必要に応じ，審査委員会ごとで，教育研究分野の特性を考慮した適正な審査項目を追

加できるものとする。 

 

（１） 研究の目的が適切に設定されているか 
（２） 研究の方法は当該学問分野において妥当であるか 
（３） 研究資料やデータの収集と分析が適切になされているか 
（４） 結論に至る過程が論理的であるか 
（５） 学術論文として表現や形式が適切であるか 
（６） 研究に独自性を含む内容があるか 
（７） 研究成果が学術的意義や社会的・教育的な意義をもつか 
（８） 関連する法律や研究倫理が遵守されているか 
 
   附 則 
 この基準は平成２６年７月２４日より施行し，平成２６年４月１日から適用する。 
   附 則 
１ この基準は平成３０年４月１日より施行する。 
２ 平成２９年度以前の入学者については，改正後の本基準の規定にかかわらず，なお，従前 

の例による。 
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Ⅵ 岡山大学大学院教育学研究科長期履修に関する取扱い内規 
 
 （趣旨） 
第１条 この内規は，岡山大学大学院教育学研究科規程（平成１６年岡大院教規程第１号）第１２ 

条第２項の規定に基づき，標準修業年限を超えて一定の期間にわたる計画的な教育課程の履修 
 （以下「長期履修」という。）に関する取扱いについて，必要な事項を定める。 

 （申請資格） 
第２条  長期履修を申請することができる者は，次の各号に掲げる要件を満たす者とする。 
 一 本研究科に入学する者又は入学後１年未満の者 
 二 勤務（臨時雇用・非常勤雇用を含む），育児，介護等の事情により，フルタイム学生とし

て標準修業年限では本研究科の教育課程の履修が困難な者 
 （長期履修の履修コース及び最長在学年限） 
第３条 長期履修の期間は，３年又は４年とし，３年履修コース又は４年履修コースと呼ぶもの 

とする。 
２ 最長在学年限は，岡山大学大学院学則（平成１６年岡大規則第３号）第１条第２項及び第３ 

条の３第２項に規定する年限とする。 
 （申請手続） 
第４条 長期履修コースの申請手続きは，本研究科に入学する者にあっては入学手続期間までに， 

入学後１年未満の者にあっては入学年度の２月末日までに，長期履修申請書（所定様式）を研 

究科長に提出するものとする。 
 （長期履修の履修コース変更） 
第５条 長期履修の履修コース変更は，１回限りとし，原則として１年次の２月末日までに履修 

期間変更願（所定様式）を研究科長に提出するものとする。 
  （標準修業年限履修コースへの変更） 
第６条  標準修業年限（２年）履修コースへの変更申請は，原則として１年次の２月末日までに

履修期間変更願（所定様式）を研究科長に提出するものとする。 
 （審査及び許可） 
第７条  第４条から第６条までの申請に係る審査は，教務委員会において行い，研究科教授会の 

議を経て，研究科長が許可する。 
  （授業履修の指導）            
第８条  指導教員は学生の長期履修期間に応じて授業履修が計画的に行われるよう必要な指導を 

行うものとする。 
 （その他） 
第９条  この内規の実施に関し，必要な事項は，別に定める。 
 
  附 則 
 この内規は，平成１６年４月１日から施行する。 
  附 則 
 この内規は，平成２０年４月１日から施行する。 
    附 則 
 この内規は，平成２３年４月１日から施行する。 
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     附 則 
 １ この内規は，平成２９年１２月２０日から施行する。 
 ２ 平成２９年度以前の入学者については，改正後の本内規にかかわらず，なお，従前の例に 

 よる。  
附 則 

 この内規は，令和元年１２月１８日から施行し，平成３１年４月１日から適用する。 
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Ⅶ 大学院設置基準第１４条を適用する修士課程学生 

に係る履修方法の特例に関する申合せ 

 

 

平成 30 年 2 月 28 日 教育学部・教育学研究科教授会承認 

 

（趣旨） 

１ この内規は，岡山大学大学院教育学研究科規程（平成 16 年岡大院教規程第１号）（以

下「規程」という。）第１１条第３項に規定する履修方法の取扱いについて，必要な事

項を定める。 

 

（申請資格） 

２ 指導教員が大学院設置基準第１４条による修学を認めた学生のうち，規程別表２（２）

－１で示す標準履修基準単位数による修了が困難である適正な事由を有する者とする。 

 

（申請手続） 

３ 規程別表２(２)－２で示す履修基準単位数の履修を希望する学生は，１年次の４月末

までに申請書（所定様式）を研究科長に提出するものとする。 

 
（審査及び許可）  
４ 前項の審査は，教務委員会において行い，研究科教授会の議を経て，研究科長が許可

する。  
 
（履修方法の変更）  
５ 修学途中において，大学院設置基準第１４条によらず，平日の昼間における修学が可

能となった場合には，指導教員と相談の上，規程別表２(２)－１で示す標準履修基準単

位数の履修に変更することができる。その際は，所定様式により研究科長に届け出なけ

ればならない。  
 
 

附 則  
 この取扱いは，平成３０年４月１日から施行する。  
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Ⅷ 教育学研究科における入学前の既修得単位の認定に関する申合せ 

 

平成１６年２月１３日 学部・研究科運営委員会承認 

令和３年３月３日 研究科・学部運営委員会一部改正 

 

（趣旨） 

第１条 本申合せは，教育学研究科（以下「本研究科」という。）１年次に入学した学生が本

研究科入学前に本学又は他の大学の研究科において修得した単位の認定を申し出たときの取

り扱い等に関して定めるものである。 

 

（申請手続） 

第２条  既修得単位の認定を受けようとする者は，指導教員の承認を得た上で，次の書類を取

りそろえ，入学した年度の４月末日までに本研究科長に提出しなければならない。 

一 単位認定願（本研究科所定の書類） 

二 成績証明書及び講義内容を明示できるもの（講義概要等） 

 

（単位の認定） 

第３条 単位の認定は，教務委員会が審議の上，これを行うものとする。 

２ 単位の認定は，単位を修得した授業科目に相当する授業科目が本研究科において開講され

ている場合にこれを行うことができる。 

３ 単位の認定は，15単位を限度として，これを行うことができる。 

 

（成績評価の表示） 

第４条 成績評価の表示は「認定」とする。 

 

（認定単位の扱い） 

第５条 認定単位は，本研究科の課程修了の要件に含めることができる。 

 

附 則 

この申合せは，平成１６年４月１日入学者より適用する。 

附 則 

この申合せは，令和３年４月１日入学者より適用する。 
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Ⅸ 岡山大学教職大学院ラーニングポイント制に関する申合せ 

 

平成 30 年 12 月 19 日 教育学部・教育学研究科運営委員会承認 

 

（趣旨） 

１ この申合せは，岡山大学大学院教育学研究科規程（平成 16 年岡大院教規程第１号）第

１４条の２第１項及び第１５条第４項の規定に基づき，本研究科教職実践専攻（以下「本

専攻」という。）が編成する学修プログラム（以下「プログラム」という。）の教員研

修等における学修を本専攻の授業科目の履修とみなし，単位を授与するにあたっての取

扱いについて，必要な事項を定めるものである。 

 

（単位授与の対象とする教員研修等） 

２ 単位授与の対象とする教員研修等は，独立行政法人教職員支援機構，岡山県教育委員

会，岡山市教育委員会との連携協定に基づき，原則として本専攻又は教師教育開発セン

ターの教員が計画・実施に深く関与し，本専攻が当該専攻の教育水準を有すると認める

教員研修等とする。 

３ 上記２に示す教員研修等は，別表に示すプログラムのＡ群からＣ群に掲げられたもの

とする。 

 

（単位を授与する授業科目等） 

４ 本専攻において履修したものとみなし，単位を授与する授業科目及び単位授与に必要

となる教員研修等のポイント数は以下のとおりとする。 

授業科目名 単位数 必要ポイント数 

教育実践演習Ａ ６単位 ６ 

教育実践演習Ｂ ４単位 ４ 

教育実践演習Ｃ ４単位 ４ 

教育実践演習Ｄ ２単位 ２ 

 

（単位を授与するための要件） 

５ 単位を授与するにあたっては，以下に示す要件をすべて満たさなければならない。 

（１）単位を授与する時点において，本専攻の正規学生又は本研究科の科目等履修生であ

ること。 

（２）別表に示すプログラムの修了要件をすべて満たしていること。 

（３）プログラムに係るポイント取得証明書（以下「ポイント取得証明書」という。）を

本専攻の専攻長（以下「専攻長」という。）より交付されていること。 

 

（ポイント取得証明書の交付） 

６ 単位授与に必要なポイント取得証明書の交付手順は以下のとおりとする。 

（１）単位の授与を希望する者（以下「希望者」という。）は，ポイント取得証明書申請

願（別紙様式１）に教員研修の実施機関が発行する当該研修等の修了証の写し，研修

期間，研修時間数，研修内容が分かる資料を添え，専攻長に提出する。 

（２）専攻長はプログラムの研修内容を確認の上，ポイント取得証明書を発行し，希望者

に交付する。 
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（単位授与の申請） 

７ 単位授与の申請手順は以下のとおりとする。なお，希望者が本専攻の正規学生でない

場合は，本研究科の科目等履修生の身分を有した後に，専攻長は下記（３）に示す単位

授与の申請を研究科長に行うことができる。 

（１）希望者は，専攻長にポイント取得証明書を提出し，単位授与の希望を願い出る。 

（２）専攻長は，その願い出に基づき，教員研修の時間数，研修内容，自己学修の程度等

を勘案し，単位授与の申請を行う授業科目を決定する。 

（３）専攻長は，希望者のポイント取得証明書を添え，単位授与申請書（別紙様式２）を

研究科長に提出する。 

 

（単位授与の可否）  
８ 単位授与の可否は，研究科長より委託を受けた教務委員会において審査し，その結果

の通知は単位修得状況確認表又は成績通知書への記載をもって代える。  
 
（成績評価）  
９ 成績評価は「認定」とする。  
 
（単位授与の制限）  
10 上記４に示す授業科目の単位授与にあたり，同一名称ではない授業科目の単位を複数

授与できるが，同一名称の授業科目の単位を重複して授与することはできない。  
11 単位授与の上限は１６単位とする。 

 
（プログラムのＢ群・Ｃ群に掲げる教員研修の取扱い）  
12 本専攻の正規学生に対する別表に示すプログラムのＢ群・Ｃ群に掲げる教員研修の取

り扱いについては，以下のとおりとする。 

（１）正規学生は，本専攻の同一名称の授業科目として履修し，当該科目の単位を修得す

ることができる。ただし，当該科目の修了をもって上記５（２）の要件を判定するも

のの，当該科目の学修は，上記４に示す教員研修等のポイントには含めないものとす

る。 

（２）正規学生は，本専攻の在学期間中に別表に示すプログラムのＡ群に掲げる教員研修

を受講する場合，本専攻が指定するＣ群の教員研修の一つ又は複数の修了をもって上

記５（２）の要件とすることができる。 

13 本研究科の科目等履修生に対する別表に示すプログラムのＢ群・Ｃ群に掲げる教員研

修の取り扱いについては，以下のとおりとする。 

（１）科目等履修生は，本専攻の同一名称の授業科目として履修し，当該科目の単位を修

得することはできない。 

（２）科目等履修生は，上記７の単位授与の申請を行った以降に別表に示すプログラムの

Ａ群に掲げる教員研修を受講する場合，あらためてＢ群に掲げる教員研修のすべてを

履修しなければならない。 

（３）本専攻が必要と認める場合，別表に示すプログラムのＢ群に掲げる教員研修を修了

した科目等履修生に対し，本専攻が指定するＣ群の教員研修の一つ又は複数の修了を

もって上記５（２）の要件とすることができる。 

  
附 則  

 この取扱いは，平成３１年４月１日から施行し，平成３０年度入学者より適用する。  
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別表（本専攻学修プログラム）  
区

分 
選

必 教員研修等  実施機関  ポイント  修了要件  

Ａ

群 
選

択
必
修 

総合的ミドルリーダー研修講座  岡山県教育

委員会  
６ Ａ群の教員研

修等を一以上
修了している
こと。  

教科指導ミドルリーダー研修講座  岡山県教育

委員会  
４ 

総合的ミドルリーダー研修講座  岡山市教育
委員会  

４ 

授業力パワーアップセミナー  岡山県教育
委員会・岡

山大学  

２ 
繰り返し可 

現職ＣＳＴ養成プログラム  岡山県教育
委員会・岡

山大学  

２－６  

研修のマネジメントを推進する指導者

の養成等を目的とする研修（19 講座）  
教職員支援

機構  
各２  

（独）教職員支援機構・岡山大学連携・
協力講座  

教職員支援
機構・岡山

大学  

２－４  

学校リーダー研修プログラム  岡山大学  ２ 
繰り返し可 

Ｂ
群 

必
修 

教育実践研究Ⅰ（課題分析）  教職大学院  － Ａ群の教員研
修等を一以上

修了した後，Ｂ
群の教員研修
をすべて修了

していること。 

教育実践研究Ⅱ（課題提案）  － 

Ｃ

群 
選

択 
教育実践特別研究（課題検証）  教職大学院  

 
教職大学院

が指定  
 

スクールリーダーと組織開発Ａ  

スクールリーダーと組織開発Ｂ  
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Ⅹ 履修等について 

 

 

１ 履修登録等 

(1) 修了要件単位数については，教育学研究科規程別表２に定める各専攻の履修基準単位数に従

って修得してください。 

(2) 履修科目は，指導教員の指導のもとに年間の履修計画を立て，指定された期間に学内（研究

室等）の Web により履修登録を行い，必ず登録の確認を行ってください。 

なお，確認の結果，エラーとなった科目は，履修登録ができていません。講義番号等を確認

し，再度登録してください。履修登録ができていない科目の履修及び単位修得は認められませ

んので留意してください。不明な点があれば，教育学系教務学生グループへお尋ねください。 

履修登録期間等の詳細は掲示等によりお知らせします。 

(3) 共通基礎科目及び専門基礎科目を除く各授業科目は，繰り返し履修が可能です。ただし，教

職実践専攻の開設授業科目は繰り返し履修することはできません。なお，繰り返し履修した授

業科目の２回目以降に修得した単位は，教員免許取得には使えませんので注意してください。 

(4) 修士課程で開講する「教育科学課題研究」は，指導教員毎に講義番号を設定しています。こ

れらの講義番号については，オリエンテーションで配付する「講義番号一覧」を確認のうえ，

履修登録をしてください。 

(5) 諸届及び提出物は指定された期日・時刻までに必ず提出してください。ただし，学生便覧で

指定された期日が休日の場合は，翌日の指定された時刻までとします。 

(6) 学生に対する種々の連絡は，掲示により行いますので，講義棟の掲示板を必ず見てください。 

 

２ 上限単位数（専門職学位課程の学生のみ） 

学生の１年間に履修登録できる単位数の上限は４０単位とします（CAP 制）。ただし，現職教

員学生については，２年次の履修形態等を勘案し，４２単位まで履修登録することができます。 

※CAP 制の詳細については，毎年度のオリエンテーション等で履修指導します。 

 

３ 学位論文の提出（修士課程の学生のみ） 

学位論文は修了年度の１月２０日（ただし，上記提出期限が土曜日又は日曜日の場合は，翌週

月曜日が提出期限となります）までに，教育学系教務学生グループへ提出してください。 

１学期末・２学期末・３学期末に修了する見込みの者は，定められた期限（当該年度の教育学

研究科授業日程計画を参照のこと）までに教育学系教務学生グループへ提出してください。 

 

４ 単位の認定及び成績の評価 

(1) 単位の認定は，授業時間の３分の２以上出席した者について，試験・レポート及び平素の成

績等により，授業担当教員が行います。 

(2) 成績評価の方法は，各授業科目のシラバスに明記しており，授業終了時に行う最終評価（期

末試験等）のみに偏重しないよう，期末試験，中間試験，小テスト，レポート提出，授業への

取組・受講態度などの多面的で多様な方法によって行います。 

(3) 成績の評価は次のとおりです。 
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評語 評点（整数） 基  準  等 

Ａ＋ ９０～１００点 到達目標を十分に達成し，極めて優秀な成果を収めている。 

Ａ ８０～８９点 到達目標を達成し，優秀な成果を収めている。 

Ｂ ７０～７９点 到達目標を達成し，良好な成果を収めている。 

Ｃ ６０～６９点 到達目標を概ね達成している。 

Ｆ ０～５９点 到達目標を達成していない。（単位を授与しない。） 

認定 付さない ① 他の入学前の既修得単位及び転学，編入学等の既修得

単位について，学部・研究科の判断により，本学におけ

る授業科目の履修により修得したものとみなし，単位を

授与する場合 

  ただし，本学において入学前に修得した単位は，評点

により認定することができる。 

② 他の大学等において履修し修得した授業科目の単位又

は大学以外の教育施設等における学修について，学部・

研究科の判断により，本学における授業科目の履修によ

り修得したものとみなし単位を授与する場合で，評点に

より評価しがたい場合 

修了 付さない 本学の開設する授業科目のうち，授業の特殊性に鑑み，評

点により評価しがたいもの，若しくは一定の到達度をもっ

て評価し単位を授与する場合 

未修得 付さない 修了の評語をもって合格の評価とする授業科目で，不合格

（単位を授与しない。）とする場合 

 

５ 定期試験等 

(1) 各授業科目の試験は，原則として学期末に各授業担当教員の指示する日・時限で行います。 

(2) 病気その他やむを得ない事故等のために受験できない者に対しては，試験を延期されること

があります。このような事態が発生した場合は，すみやかに授業担当教員に申し出て，指示に

従ってください。受験延期を許可された者に対しては，当初の試験日から２か月以内（後期末

試験の場合はその学年末まで）に追試験を行います。 

(3) レポート等は，指定された期限までに直接授業担当教員に提出しなければなりません。 

 

６ 受験心得 

定期試験等の受験に関する注意事項は，下記のとおりです。各事項を充分熟読の上受験してく

ださい。 

(1) 受験する学生は特別の指示がない限り，試験開始時刻の５分前までに所定の教室に入室を完

了すること。 

(2) 監督者が指定した座席において受験すること。 

(3) 受験中は必ず学生証を机上に置くこと。 

ただし，学生証を紛失又は忘れた場合は，監督者に申し出て，その指示に従うこと。 

(4) 受験中，机上に置くことができるものは，学生証，筆記用具（筆箱等を除く。）及びその他

特に許可されたものに限る。それ以外の携行品はカバン等に入れて，座席の下に置くこと。 
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また，机の棚板（物入れ）には何も置かないこと。 

(5) 携帯電話や音の出る機器は，必ず電源を切っておくこと。 

(6) 解答用紙には，所属学部等名，入学年，番号及び氏名等の必要事項を必ず万年筆又はボール

ペンで記入すること。 

(7) 試験開始後２０分を経過するまでは退室できない。 

(8) 試験開始後２０分を経過した場合は入室できない。 

(9) 答案用紙は，特に指定がない場合，教卓上に提出するか，又は監督者に直接手渡すこと。 

  自己の机上に置いて退室すると当該授業科目の単位は認定しない。 

(10) 受験にあたっては，厳正な態度で臨み，誤解を招くような態度や不正行為は厳に慎むこと。 

なお，監督者の指示に従わない者，及び不正行為があると認められた者に対しては，学則第

５８条（大学院学則第４９条）により厳重な懲戒処分を行う。 

懲戒処分の対象となる行為は次のとおりである。ここで，試験時間中とは，解答の開始から

答案の提出までをいう。 

1) 代理（替玉）受験をしたり，させたりすること 

2) 試験時間中に，使用が許可されていないノート及び参考書等並びに電子機器類その他

不正行為の手段となり得る物品を参照すること又は使用すること 

3) 試験時間中に，言語，動作又は電子機器類等により他人に教示すること又は教示を受

けて解答に利用すること 

4) 答案を交換すること 

5) 試験時間中に，他の学生の答案をのぞき見すること 

6) 試験時間中に，使用が許可されたノート及び参考書等並びに電子機器類を貸借するこ

と 

7) 所持品，電子機器類，身体，机又は壁等に書き込みをして試験に臨むこと 

8) 不正行為を幇助すること 

9) 試験時間中に，不正行為の手段となり得る物品を机の棚板（物入れ）に置いておくこ

と 

10) 不正行為を行おうとすること又は監督者の注意若しくは指示に従わないこと 

11) その他，試験の公正な実施を妨げる行為をすること 

   また，不正行為を行った場合は，当該行為が行われた時点において既に単位が認定され 

  ている授業科目を除いて，当該学期に履修している全ての授業科目（学期をまたがって履修す

る授業科目を含む。）の単位は認定しない。 

 

７ 成績の登録及び通知 

(1) 修得した授業科目の成績は，すべて学籍簿に登録されます。 

(2) 成績通知方法については，次の学期の始まる前に，別途掲示によりお知らせします。 

(3) 成績評価の方法等について，授業担当教員に随時，問い合わせることができます。但し，評

点に係る問合せについては，成績開示後，10 日以内に行うものとします。 

(4) 成績評価等に係る問合せについて，授業担当教員から十分な回答が得られない場合，教育学

系教務学生グループを通じて教務委員会に申し出ることができます。 
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８ 学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱い（気象警報発令時の休講

・インフルエンザ罹患時の公欠等） 

気象警報やインフルエンザに罹患した場合など通学が困難となる事由が発生した場合の授業

（定期試験を含む。以下同じ。）等については，「休講」，または所定の手続きを行うことによ

り「公欠」，「準公欠」の取扱いとなります。 

「休講」となった授業については，後日，原則として補講を行うものとします。また，「公欠」，

「準公欠」の場合は，原則として補講は行わず，授業担当教員が当該授業に相当する学習を課す

ものとします。詳細は，授業担当教員へ確認してください。なお，準公欠扱いとすることができ

る回数は，当該授業科目の授業回数の３分の１を超えることができません。 

なお，以下の取扱いの概略については，別紙「学生の通学が困難となる事由が発生した場合に

おける授業等の取扱いについて《概念図》」を参考にしてください。 

 

（１）「本学の所在地（以下「キャンパス」という。）に特別警報及び気象警報（暴風警報，暴

風雪警報及び大雪警報に限る。ただし，三朝キャンパスは大雪警報を除く。以下特別警報とま

とめて「気象警報等」という。）が発表された場合」 

本学のキャンパスを含む地域に，気象警報等が発表された場合の授業は，次のとおり取り扱

います。 

  【昼間に開講する授業】 

・気象警報等が，午前６時から午前８時 40 分（授業開始時刻）までに出ている場合は，全て

の授業を休講とします。なお，気象警報等が，午前８時 40 分までに解除されても，全ての

授業は休講とします。 

・授業開始後に気象警報が出された場合は，次の時限以降の全ての授業を休講とします。特

別警報が発表された場合は直ちに全ての授業を休講とします。 

 

  【夜間に開講する授業】 

   ・気象警報等が，午後３時から午後６時（授業開始時刻）までに出ている場合は，全ての授

業を休講とします。なお，気象警報等が，午後６時までに解除されても，全ての授業は休

講とします。 

   ・授業開始後に気象警報が出された場合は，次の時限以降の全ての授業を休講とします。特

別警報が発表された場合は直ちに全ての授業を休講とします。 

① 対象となる気象警報等が発表されている地域 

・岡山市内にある本学の「津島キャンパス」，「鹿田キャンパス」，その他キャンパス及び

玉野市並びに瀬戸内市にある本学のキャンパスで行われる授業については，岡山地方気象

台から発表の「岡山地域」又は「岡山県南部地域」あるいは「岡山県全域」 

・本学の倉敷キャンパスで行われる授業については，岡山地方気象台から発表の「倉敷地域」

又は「岡山県南部地域」あるいは「岡山県全域」 

・本学の三朝キャンパスで行われる授業については，鳥取地方気象台から発表の三朝町を含

む地域 

・上記以外の本学のキャンパスで行われる授業については，当該キャンパスの所在地の管轄

気象台から発表のその所在地を含む地域 
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